
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日
受
領

答

弁

第

二

二

五

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
二
二
五
号

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
に
よ
る
賭
博
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
に
よ
る
賭
博
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
記
述
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
か
ら
は
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

三
に
つ
い
て

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
お
い
て
、
「
賭
博
」
と
は
、
偶
然
の
事
実
に
よ
っ
て
財
物
の
得
喪
を
争
う
こ

と
を
い
う
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

一
時
の
娯
楽
に
供
す
る
物
を
賭
け
た
場
合
を
除
き
、
財
物
を
賭
け
て
麻
雀
又
は
い
わ
ゆ
る
ル
ー
レ
ッ
ト
・
ゲ
ー
ム
を
行
い
、

そ
の
得
喪
を
争
う
と
き
は
、
刑
法
の
賭
博
罪
が
成
立
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

六
に
つ
い
て

一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
が
賭
博
を
行
う
こ
と
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

一



律
第
百
二
十
号
）
第
九
十
九
条
に
規
定
さ
れ
る
信
用
失
墜
行
為
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
同
条
の
規

定
は
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
外
務
省
の
在

外
職
員
に
も
適
用
又
は
準
用
さ
れ
る
。
な
お
、
刑
法
の
賭
博
罪
に
は
国
外
犯
処
罰
規
定
が
な
く
、
日
本
国
外
に
お
い
て
賭
博

を
行
う
こ
と
が
処
罰
の
対
象
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
行
為
地
の
法
令
に
則
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

二


